
インターネットによるいじめ問題に対する取組について（県警） 

１ インターネットによるいじめ問題の相談受理状況 

■いじめ情報の 
  把握 
 
◎相談受理 
  本人・保護者・   
  学校関係者等 
◎サイバー 
    パトロール 
◎通報 
   自傷行為の目 
  撃等 

 
 

被害届等の
受理 

■事業者に対 
  する捜査 

■犯罪行為に 
  対する捜査 犯人特定 

取調べ 
検
挙
（  

事
件
送
致
） 

犯罪事実
の特定 

※ 数値は相談記録を集計したもの。（概数） 

■概要 
  ◎平成22年以降 
      コミュニティサイトに学校名を登録し、公開状態で在籍する生徒の悪口を書き込 
    む相談が増加。（中学生３人、高校生16人） 
  ◎平成25年以降 
    ◆ LINEでグループを作り、特定の生徒を誹謗中傷や無視をする。 
      （LINEに関する相談・中学生９人、高校生１人） 
    ◆ Twitterで特定の生徒になりすまし、個人情報や写真を公開。 
      （Twitterに関する相談・中学生４人、高校生７人） 
    ◆ 新たに流行したコミュニティサイトで、悪口の書き込みや写真の公開。 
      （平成25年以降、コミュニティサイトに関する相談・中学生５人、高校生２人） 

被害者から 
事情聴取 

◎犯罪構成要件 
に該当するか？ 
  ・文言 
  ・公然性 etc 

○ 刑事事件の場合に想定される罪名   名誉毀損 ・ 侮辱 ・ 脅迫 ２ 相談等対応後の一般的な流れ 

本人 16人

両親 22人

学校 18人

友人 １人

■相談者

中学生 24人

高校生 33人

■対象となった者

スマートフォン
等記録から、
誹謗中傷メー
ル等の内容を
確認。 

プロバイダやサ
イト管理者等の
事業者から、刑
事訴訟法に基
づく手続きによ
り、登録者情報
や通信記録等
を入手。 

事件として対応
できる場合 

事件として 
対応でき
ない場合 

書き込み先のサ
イト、プロバイダ
に削除依頼等
の対応  ※ 
 

※ 原則個人であるが、場合によっては学校・警察等でも対応可能。 

平成22年 12件

平成23年 ８件

平成24年 ７件

平成25年 10件

平成26年 ５件

平成27年 ９件

平成28年10月末 ６件

■相談件数
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